
  

 省 令 参酌すべき基準 目 的 条例化の考え方 

条
例
化
適

用
外 

第 4 条 設計車両 

第 12 条 建築限界 

第 35 条 2,3 項 

 橋、高架の道路等 

－ － 条例委任の適用外。 

山
梨
県
独
自
の
基
準
（
運
用
） 

第 3 条 

道路区分 

本来、県道は２車線以上の整備とな

る。 

地域の実情に応じ通行機能を早期に確保

するため、柔軟的道路整備をできるよう

にする。 

交通量の少ない場合に限り、１車線改良と２

車線改良を組み合わせた 1.5 車線的道路整備

が可能となるようにする。 

第 5 条  

車線等 

計画交通量が設計基準交通量を超え

る場合は、全て４車線整備となる。 

従来４車線整備となっていた区間に対

し、地域の実情に応じて車線数を決定で

きるようにする。 

十分な幅の側方余裕を確保することで設計基

準交通量を増やし、２車線整備も可能となる

ようにする。 

第 8 条 

路肩 

路肩の幅員は、道路の区分に応じて決

定する。 

自転車等の安全かつ円滑な通行を確保す

る。 

路肩の幅員は、区分に応じ、かつ、歩行者及

び自転車の交通の状況を考慮して決定する。

第 9 条 

停車帯・軌道敷 

停車帯の幅員は 2.5m とする。ただし、

大型車の交通量が少ない場合は、1.5m

まで縮小できる。 

沿道状況に応じた幅員の決定をできるよ

うにする。 

大型車の交通量や沿道の商用施設状況等を勘

案し、停車帯幅員が 1.5m まで縮小できるよう

にする。 

第 11 条 

歩道 

1.歩道の幅員は、歩行者交通量の多い

道路では 3.5m 以上、その他の道路で

2.0m とする。 

2.規定無し 

 

1.歩道を小規模化し、これまで整備でき

なかった箇所でも整備ができるように

する。 

2.交差点において、歩行者等の安全な通

行を確保する。 

1.歩行者交通量や既設の歩道の連続性等を勘

案し、やむを得ない場合において 1.5m まで

縮小できるようにする。 

2.狭あい道路との交差箇所において、歩道の

構造は原則として切り下げ構造とし、連続

的に整備する。 

第 11 条の 4 

植樹帯等 

都市部で交通量の多い道路には、植樹

帯を設けるものとする。 
周辺景観と調和のとれた植樹帯の整備。 

樹種の選定、配置、形状については、自然・

歴史・文化等からみた地域の特性や眺望への

影響などを考慮する。 

第 17 条  

曲線部の車線等の拡幅 

第 18 条 緩和区間 

第 27 条 平面交差又は接続

都市部において、拡幅、緩和区間につ

いては省略が、付加車線を設ける場合

の直進車線幅員については縮小が、認

められている。 

柔軟な運用や改築の小規模化により、事

業の進捗を図る。 

都市部に限らず、山間部についても省略又は

縮小できる条例文とする。 

第 21 条 

登坂車線 
登坂車線の幅員は 3m とする。 

道路の区分に応じ、登坂車線の幅員を決

定できるようにする。 

第 3 種第 4 級の登坂車線の幅員は、車線幅員

（2.75m）に合わせ 2.75m まで縮小できる。 

第 23 条 

舗装 

都市部の道路の舗装は、必要がある場

合に、排水性舗装とすることができ

る。 

地域の状況に応じ、多様な舗装構造が選

択できるようにする。 

地域に限定せず、沿道の状況、地形や気象状

況及び景観等を考慮して、多様な舗装構造を

採用できるような条例文とする。 

第 24 条 

横断勾配 

歩道又は自転車道等の横断勾配は 2%

を標準とする。 

交通弱者にとって、安全で快適な道路環

境を整備する。 
1%以下を標準とする。 

第 30 条 

待避所 

待避所相互間距離は、300m 以内。 

待避所の長さは、20m 以上とし、その

区間の幅員は 5m 以上とする。 

待避所について、地形状況に合った設置

場所や長さを決定できるようにする。 

交通量や地形状況を勘案し、やむを得ない場

合は待避所の相互間距離・長さ・幅員につい

て、柔軟に対応できるようにする。 

第 31 条 交通安全施設等 

1.規定なし 

 

2.規定なし 

 

1.環境を考慮した交通安全施設。 

 

2.景観に調和した交通安全施設。 

 

1.交通安全施設の内、照明施設に使用する光

源は、省エネ型ランプとする。 

2.防護柵や標識などは、周辺の景観との調和

に配慮した構造・形状・色彩とする。 

第 32 条 自動車駐車場等 

第 33 条  

防雪施設その他防護施設 

第 35 条 1,4 項 

 橋、高架の道路等 

規定なし 
景観に調和した道路（または道路付属

物）。 

沿道の土地利用の状況並びに周辺の景観との

調和に配慮した構造・形状・色彩とする。 

構
造
令
参

酌
項
目 上記以外の条項 - - 

本県の実情に基準と異なる特殊性はないこと

から省令どおりの基準を定める。 

（省令については、トップページから参照で

きます。） 

第 1 条 この政令の趣旨 

第 2 条 用語の定義 

第 3 条 道路の区分 

第 4 条 設計車両 

第 13 条 設計速度 

《道路の区分と設計速度、設計車両》 

第 5 条 車線等 

第 6 条 車線の分離等 

第 7 条 副道 

第 8条 路肩 

第 9 条 停車帯・軌道敷 

第 10 条 自転車道・自転車歩行車道 

第 11 条 歩道・植樹帯等 

第 12 条 建築限界 

《横断面の構成》 

第 14 条 車道の屈曲部 

第 15 条 曲線半径 

第 16 条 曲線部の片勾配 

第 17 条 曲線部の車線等の拡幅 

第 18 条 緩和区間 

第 19 条 視距等 

第 20 条 縦断勾配 

第 21 条 登坂車線 

第 22 条 縦断曲線 

第 24 条 横断勾配 

第 25 条 合成勾配 

《線形および視距》 

【道路構造令の変更等対象条文一覧】 

《総則》 

第 27 条 平面交差又は接続 

第 28 条 立体交差 

第 29 条 鉄道等との平面交差 

《平面交差》 

《立体交差》 

《鉄道との交差》 

第 39 条 
自転車専用道路及び自転車

歩行者専用道路 

第 40 条 歩行者専用道路 

《自転車専用道路等、歩行者専用道路

および歩車共存道路等》 

 

     ：条例化適用外 

    ：独自基準 

     ：構造令参酌項目 

凡 例 

条 例 化 の 目 的 と 考 え 方 

第 1条 分類 

第 2条 種類等 

第 3 条 様式 

第 4条 設置者の区分 

第 5 条 種類及び設置場所 

第 6条 様式 

第 7 条 道路標示とみなす区画線 

第 8 条 分類 

第 9条 種類等 

第 10 条 様式 

《区画線》 

《道路標示》 

 

     ：条例化適用外 

    ：独自基準 

凡 例 

【標識令の変更等対象条文一覧】 

《道路標識》 

（一） 標示 

（二） 寸法 

（三） 色彩 

（五） 文字等の大きさ等 

（六） 車両の種類の略称 

（四） 文字の形 

別表第二 

 省 令 参酌すべき基準 目 的 条例化の考え方 

条
例
化

適
用
外

下記以外の条項 － － 条例委任の適用外。 

山
梨
県
独
自
の
基
準

（
運
用
） 

第 3 条 別表第二 
（二）寸法 
 

警戒標識など寸法が定められて
いる標識板の寸法を 1.3 倍、1.6
倍、2 倍に拡大できる。 

景観に配慮した寸法の小さい道
路標識を設置できるようにする。 

標識板の寸法を拡大又は 0.5 倍まで
縮小もできるようにする。 

第 3 条 別表第二 
（五）文字等の大
きさ 

設計速度に応じて定められてい
る文字の大きさを 1.5 倍、2 倍、
2.5 倍又は 3 倍に拡大できる。 

景観に配慮した寸法の小さい道
路標識を設置できるようにする。 

文字の大きさを拡大又は 0.5 倍まで
縮小することにより、標識板寸法を
縮小できるようにする。 

 

条 例 化 の 目 的 と 考 え 方  

骨子案 山梨県道の道路構造基準に関する条例（仮称）及び山梨県道の道路標識に関する条例（仮称） 

第 23 条 舗装 

第 26 条 排水施設 

第 30 条 待避所 

第 31 条 交通安全施設等 

第 32 条 自動車駐車場等 

第 33 条 防雪施設その他の防護施設

第 34 条 トンネル 

第 35 条 2,3 項 橋、高架の道路等 

（荷重条件） 

第 36 条 附帯工事等の特例 

第 37 条 区分が変更される道路の特例

第 38 条 小区間改築の場合の特例 

《土工、舗装および道路構造物》 

《道路の附属施設》 

《雑則》 

第 35 条 1,4 項 橋、高架の道路等 
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